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民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

新
し
く
決
ま
り
ま
し
た

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
次
の
と
お
り

決
ま
り
ま
し
た
。

●
平
和
町
一
区
＝
山や

ま

崎ざ
き

千ち

春は
る

さ
ん

※
田た

島じ
ま

達た
つ

行ゆ
き

さ
ん（
新
地
区
）、
小こ

暮ぐ
れ

学ま
な
ぶ

さ

ん（
殖
蓮
地
区
）は
退
任
し
ま
し
た

教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時　
９
月
24
日（
火
）午
前
９
時
30
分
開
始

場　
市
役
所
北
館
４
階
会
議
室

定　
７
人（
先
着
順
）

申　
当
日
午
前
９
時
か
ら
９
時
20
分
ま
で

に
直
接
会
場
へ

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

支
給
対
象
に
な
る
人
は
請
求
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
が
一
定

基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
を
支
援
す
る
た

め
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。
本
年
10
月
分
か
ら
新
た
に
支
給

対
象
と
な
る
人
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
請
求
手
続
き
の
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

期
日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
次

の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

●
65
歳
以
上
で
世
帯
員
全
員
の
市
民
税
・

県
民
税
が
非
課
税

●
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得

額
の
合
計
が
88
万
９
３
０
０
円
以
下

※
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人

は
88
万
７
７
０
０
円
以
下

※
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
場
合
は
、
前
年
の
所
得
額
合

計
が
４
７
２
万
１
０
０
０
円（
税
法
上
の

扶
養
者
が
い
る
場
合
は
、
扶
養
者
の
人
数

な
ど
に
応
じ
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

以
下
の
人
が
対
象
で
す

問　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７

０
（05）
４
０
９
２
）ま
た
は
前
橋
年
金
事
務

所（
☎
０
２
７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

扶
養
親
族
等
申
告
書
の

提
出
を
忘
れ
ず
に

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
老
齢
年
金
は
雑
所
得
と
し
て
課
税
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
65
歳
未
満
で
１
０
８
万

円
、
65
歳
以
上
で
１
５
８
万
円
を
超
え
る

金
額
の
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
に

は
原
則
と
し
て
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
課
税
の
対
象
と
な
る
年
金
受
給
者
に
は

日
本
年
金
機
構
か
ら「
令
和
７
年
分
扶
養

親
族
等
申
告
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。
扶

養
親
族
な
ど
が
い
る
人
は
申
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
で
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
、
年

金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
所
得
税
な
ど
が
少

な
く
な
り
ま
す
。
申
告
書
は
９
月
中
旬
以

降
に
順
次
発
送
さ
れ
ま
す
。
提
出
が
必
要

な
人
は
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
期
限
ま

で
に
日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問　
扶
養
親
族
等
申
告
書
お
問
い
合
わ
せ

ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０
ー
０
８
１
ー
２

４
０
）ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）　

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
の
減
免
制
度

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
国
民
健
康
保
険
に
は
医
療
費
の
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。
や
む
を
得
な
い
事
情
で

収
入
な
ど
が
一
定
の
基
準
以
下
と
な
り
、

生
活
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、

申
請
に
よ
り
医
療
費
の
自
己
負
担
金
の
減

額
・
免
除
や
、
徴
収
の
猶
予
が
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
次
の
よ
う
な
場
合

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
地
震
や
風
水
害
な
ど
の
災
害
や
、
火
事

な
ど
に
よ
り
重
大
な
損
害
を
受
け
た

●
干
ば
つ
・
冷
害
な
ど
に
よ
る
農
作
物
の

不
作
や
不
漁
で
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

●
事
業
の
休
止
・
廃
止
や
失
業
な
ど
に
よ

り
、
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

公
共
下
水
道
へ
接
続
し
ま
し
ょ
う

下
水
道
整
備
課（
☎
（27）
２
７
７
７
）

　
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
で
は
、 

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
生
活
環
境
向
上
の
た
め
、
早
期
の

接
続
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。
公
共
下
水

道
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
く
み
取
り
便

所
や
浄
化
槽
を
廃
止
し
、
公
共
下
水
道
へ

接
続
す
る
工
事
が
必
要
で
す
。
工
事
は
、

必
ず
市
が
指
定
し
た
排
水
設
備
指
定
工
事

店
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
一
部
地
域

で
は
補
助
金
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
下
水
道
整
備
課
に
問
い
合
わ
せ

る
か
、
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

外
国
人
雇
用
管
理
セ
ミ
ナ
ー

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理
と

労
働
条
件
お
よ
び
安
全
衛
生
な
ど
の
確
保

を
目
的
と
し
た
説
明
と
講
演
を
行
い
ま
す
。

時　
10
月
17
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～
３

時場　
ナ
ル
セ
グ
ル
ー
プ
伊
勢
崎
市
民
プ
ラ

ザ対　
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
、

ま
た
は
今
後
雇
用
を
検
討
し
て
い
る
企
業

￥　
無
料

申　
９
月
９
日（
月
）か
ら
10
月
16
日（
水
）

ま
で
に
専
用
HP
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い

お
知
ら
せ

時…日時　場…場所　対…対象　定…定員　内…内容　￥…費用　持…持ち物　申…申し込み　問…問い合わせ　HP…ホームページ

介
護
に
関
す
る
入
門
的
研
修

介
護
保
険
課（
☎
（27）
２
７
４
３
）

　
人
材
不
足
の
介
護
分
野
へ
の
多
様
な
人

材
の
参
入
を
促
進
す
る
た
め
、
介
護
に
興

味
の
あ
る
人
や
介
護
初
心
者
向
け
の
基
本

的
な
知
識
や
技
術
を
学
ぶ
研
修
会
で
す
。

※
研
修
終
了
後
、
希
望
者
に
は
介
護
事
業

所
就
労
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
も
行
い
ま
す

時　
10
月
21
日（
月
）・
23
日（
水
）・
24
日

（
木
）・
25
日（
金
）午
前
９
時
30
分
～
午
後

４
時（
全
４
回
）

場　
市
役
所
東
館
５
階
第
４
会
議
室

対　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
で
、

介
護
の
仕
事
を
し
た
い
人
、
ま
た
は
介
護

に
興
味
の
あ
る
人

定　
30
人（
先
着
順
）

￥　
無
料

申　
９
月
９
日（
月
）か
ら
30
日（
月
）ま
で 

に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
介 

護
保
険
課（

（21）
４
８
４
０
、

kaigo@
c 

ity.isesaki.lg.jp

）、
ま
た
は
専
用
HP
か 

ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

Ｎネ

ッ

ト

ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を

運
用
し
て
い
ま
す

消
防
本
部
通
信
指
令
課（
☎
（25）
３
５
１
０
）

　
市
は
、
聴
覚
・
言
語
機
能
の
障
害
な
ど

で
音
声
に
よ
る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な

人
が
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

通
報
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て

１
１
９
番
通
報
が
で
き
る
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

利
用
に
は
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
市
HP
で
確
認
す
る
か
消
防
本
部
通
信

指
令
課
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

ひ
き
こ
も
り
家
族
会
・
当
事
者
の
た

め
の
居
場
所
を
開
催
し
ま
す

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
６
２
７
３
）

時　
９
月
25
日（
水
）午
後
２
時
～
４
時

場　
絣
の
郷（
市
民
交
流
館
）

【
ひ
き
こ
も
り
家
族
会
】

　
「
い
せ
さ
き
道
草
の
会
」の
人
の
体
験
談

を
聞
き
、
参
加
者
同
士
で
感
想
や
現
在
の

状
況
な
ど
を
話
し
合
い
ま
す
。

対　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
家
族

定　
20
人
程
度（
先
着
順
）

￥　
無
料

申　
９
月
９
日（
月
）か
ら
24
日（
火
）ま
で

に
電
話
で
社
会
福
祉
課
へ

【
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
た
め
の
居
場
所
】

　
参
加
者
同
士
で
話
が
で
き
る
交
流
ス
ペ

ー
ス
や
読
書
な
ど
を
し
て
静
か
に
過
ご
せ

る
非
交
流
ス
ペ
ー
ス
を
開
設
し
ま
す
。
何

も
求
め
ら
れ
ず
ゆ
っ
く
り
で
き
る
場
で
す
。

対　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者

申　
当
日
直
接
会
場
へ

人
生
１
０
０
年
時
代
シ
ニ
ア
人
材

Ｊジ

ョ

ブ

Ｏ
Ｂ
マ
ッ
チ
交
流
会

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
中
高
年
齢
者
の
活
躍
が
見
込
ま
れ
る
企

業
や
各
種
団
体
と
中
高
年
齢
者
と
の
相
互

理
解
を
図
り
、
方
向
性
の
検
討
や
採
用
に

つ
な
げ
る
対
面
形
式
の
交
流
会
で
す
。

時　
９
月
26
日（
木
）午
後
１
時
～
３
時
30

分場　
職
業
支
援
セ
ン
タ
ー
い
せ
さ
き（
宮

子
町
）　

対　
就
業
を
希
望
す
る
40
歳
以
上
の
人

定　
45
名（
先
着
順
）

￥　
無
料

申　
９
月
９
日（
月
）か
ら
24
日（
火
）ま
で

に
電
話
で
群
馬
県
シ
ニ
ア
就
業
支
援
セ
ン

タ
ー（
☎
０
２
７
ー
３
８
１
ー
８
８
７
２
）

へ

献血にご協力ください
全血献血（200ml・400ml）

時・場　・問　
●�９月13日（金）午前９時30分～午後４時＝市役所東
館１階市民ホール（社会福祉課、☎27−27４８）

　※午前11時４5分から午後１時までは除く
●�９月25日（水）午前９時30分～正午＝北公民館（☎
25−４5４7）

　�※各日200ml献血は時間内であっても終了する場
合があります

献　血

災害時における指定福祉避難所の開設及び
管理運営に関する協定を締結しました

問　障害福祉課（☎27−2753）
安心安全課（☎27−270６）

▲専用HP

▲専用HP ▲市HP

　市内で災害が発生または発生する恐れがある場合
に、社会福祉法人が管理・運営する施設の一部を利
用者とその家族が避難できる指定福祉避難所として
利用することなどを定めた協定を、社会福祉法人グ
リーンフィンガーズと締結しました。これにより、
要支援者の避難場所の確保につながりました。

▲市HP

通報

通報者 消防本部

▲スマートフォンなどの操作のみで通報がきます


